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総 評

京都市山科障害者授産所は、やましな学園、山科障害者デイサービス

センター「ぶらんこ」等とともに、社会福祉法人京都身体障害者福祉セ

ンターが設置主体となり、京都市内３エリア（洛南エリア、伏見エリア、

山科・醍醐エリア）の中の山科・醍醐エリアにおいて、就労継続支援B

型・生活介護事業を行っている事業所です。

本事業所は「働く意欲がありながら、就労の困難な障がいのある方の

為に、就労の機会の提供と必要な訓練を行ない、社会的自立を図れるよ

う支援すること」「個々の障害に合わせた日中活動を提供し、また、継

続して住み慣れた地域で安定した生活ができること」を目的として、就

労希望の利用者には定期的に就労意向を聞き取る機会を設け、その人ら

しい就労のあり方や生活のあり方を模索・支援されている状況をうかが

うことができます。

地域の自治会や学校等からの受注によるオンデマンド印刷機・オフセ

ット印刷機を活用した冊子印刷・製本加工業務は、事業所として予想以

上の業務成果が出ているとの評価をされています。また、羊羹等の菓子

箱折り、ネジの袋詰め及び検品、缶バッチ制作の他、「Kyoto YJ Print」

という事業所ブランドを設定し、独自デザインによるシルクスクリーン

（版画技法の一種）使ったエコバック・手ぬぐい・トートバックの作製

等、生産から販売までを一貫して行い、利用者にとっても作業しやすい、

作業工程に関わりやすく満足度の高い作業メニューと環境の中で、工賃

向上にむけた具体的な計画及び取組みがあることを確認できます。

また、利用者の業務支援には、学生時代にシルクスクリーンやデザイン

を学んだ経験を有する職員が担当しており、専門性を業務に生かしなが

ら利用者や地域との関わりを深め、意欲的に業務に取り組まれている様

子をヒアリング時に職員からも聞き取ることができました。職員の研修

は、法人の「職員研修計画実施要綱」に沿って行われており、社会福祉

士や介護福祉士の資格所得を推奨するため奨励制度が設けられていま

す。また、職員の就労意向等を確認するための制度として「自己申告書」

に基づく職員面談が年２回行う他、職員の意見を反映させるとともにサ

ービスの向上を目指し、月に１回ケース検討会議を開催し、適正にケー

スの検討及びサービスの評価・分析が行われている状況を聞き取ること

ができます。日中の生活支援においては、住み慣れた地域で安定して生

活の継続ができるよう地域の居宅介護事業所や相談支援センターと連

携し、利用者の状況やニーズに沿いながらの支援となっています。原則、

通所方法は自主通所を基本としながらも、難しい利用者には送迎サービ

スを提供する他、春のレクリエーションや日帰り旅行・秋まつり等のイ

ベント開催企画には、利用者の中から任意の構成による実行委員会を設

け、利用者の自主性・自己決定を尊重した取組みを職員が寄り添いなが

ら行われています。さらに、利用者の睡眠状況や歯科検診等健康状況の

相談や把握対応も丁寧に行われている状況を聞き取ることができます。

今後も多機能型支援事業所として、地域に密着した持続的な支援が行

われますことを期待しています。



福祉サービス等第三者評価事業

特に良かった点(※)

Ⅰ－３－（２）利用者支援・家族支援の立場にたち、職員会議やケース

検討会議で福祉サービスの質の向上や評価分析を行っています。財務等

について、収支状況を分析、業務改善に取り組み、職員に対しても説明

と今後の方針を示し理解と協力を求められていることが聞き取れます。

介助の負担や利用者の負担を軽減するための（排泄時等）福祉機器の導

入は、積立金で計画的に改善されたことを成果として確認することがで

き、働きやすい環境整備にも努めています。

Ⅱ－２ 人事管理については法人本部で方針を立て、規程集に研修実施

要綱や法人研修計画があり、職員に対し法人内研修・外部研修の参加奨

励や資格習得のための資格習得奨励金制度を設けています。研修計画の

評価・見直しはセンター長会議で行うなど、法人として、職員の資質向

上を目指している。研修報告については、報告書の提出、職員会議での

報告、報告書の回覧等で他の職員に周知をし、施設全体のスキル向上に

取り組んでいます。職員は年１度、自己申告書を提出し、所長はそれを

もとに面談し、目標や課題の把握と近況が確認されています。また、職

員がメンタルヘルス相談ができる, 外部のカウンセラーと契約をする

等、相談のしやすい環境の設定が確認でき、高く評価できます。

Ⅳ－２－（２）不眠傾向の利用者に対しては、状況によって短時間の仮

眠時間を確保するなど個別の対応を行っています。排泄に関しては「排

泄マニュアル」が整備され、医師や柔道整復師の指導を必要に応じて受

けるとともに、「排泄記録表」に排泄状況を記録している状況が確認で

きます。また、健康管理は、嘱託医の来所による健康診断が毎月全員に

実施され、年１回の歯科検診の他、看護師の職員を配置することにより

日々の利用者の健康管理に努めておられることを聞き取ることができ、

利用者の健康状態を適切に把握・対応している状況をうかがうことがで

きる等、継続した取組みに期待ができます。

特に改善が

望まれる点(※)

本第三者評価事業評価基準の視点において、現時点において特に改善

が望まれる点は見受けられませんでした。

本第三者評価事業の趣旨を十分に理解され、関連法令のリスト化と周

知等、法人として改善にむけた取組みが本事業所においても随所に反映

されていることが確認できます。しかし、施設長が要職を兼務されてい

ることや職員の異動等の環境の変化や利用者の状況等により、サービス

提供の環境は刻々と変化する状況が想定されます。今後も、利用者にと

ってより良い就労環境の構築や、就労メニューの開拓にむけて果敢に挑

戦されますことを期待しています。

※それぞれ内容を３点程度に絞って掲載しています。評価項目毎のコメントは「評価結果対比シート」

の「自由記述欄」に記載しています。
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一般財団法人社会的認証開発推進機構

社会福祉法人京都身体障害者福祉センター
京都市山科障害者授産所

生活介護事業
多機能型就労継続支援B型事業



自己評価第三者評価

① 理念が明文化されている。 A A

② 理念に基づく基本方針が明文化されている。 A A

① 理念や基本方針が役員及び職員に周知されている。 A A

②
理念や基本方針が障害のある本人（家族・成年後見人等含む）に
周知されている。 A A

①
各年度計画を策定するための基礎となる中期（概ね3年）もしくは長
期（概ね5年以上）計画が策定されている。 A A

② 事業計画の策定が組織的に行われている。 A A

③ 事業計画が職員に周知されている。 A A

④
事業計画が障害のある本人（家族・成年後見人等含む）に周知され
ている。 A A

① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。 A A

② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取り組みを行っている。 A A

①
質の向上に意欲を持ちその取り組みにリーダーシップを発揮してい
る。 A A

②
経営や業務の効率化と改善に向けた取り組みにリーダーシップを
発揮している。 A A

自己評価第三者評価

① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。 A A

② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見し、改善を行っている。 A A

Ⅱ－２－（１）

人事管理の体制が整備されている。
①

必要な人材に関する具体的なプランが確立し、職員のやる気向上
に取り組んでいる。 A A

①
職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが
構築されている。 A A

② 職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。 A A

① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 A A

②
個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画
に基づいて具体的な取り組みが行われている。 A A

③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行なっている。 A A

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織

評価分類 評価項目 評 価 細 目

Ⅰ－２

計画の策定

Ⅰ－２－（１）

事業計画の策定について

Ⅰ－１

理念・基本方針

Ⅰ－１－（１）

理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ－１－（２）

理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ－３

管理者の責任と
リーダーシップ

Ⅰ－３－（１）

管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（２）

管理者のリーダーシップが発揮され
ている。

Ⅱ 組織の運営管理

評価分類 評価項目 評 価 細 目

Ⅱ－１

経営状況の把握

Ⅱ－１－（１）

経営環境の変化等に適切に対応し
ている。

Ⅱ－２

人材の確保・養成

Ⅱ－２－（２）

職員の就業状況に配慮がなされてい
る。

Ⅱ－２－（３）

職員の質の向上に向けた体制が確
立されている。

評価結果

評価結果

[自由記述欄]

Ⅰ－１－（１-２）法人関係規程集、事業計画書、施設パンフレット、ホームページに理念と基本方針が明確に記載されている。また、理念を施設内

のエレベーターホールや食堂、作業室に掲示するとともに、印刷物の配布や職員会議で唱和をすることで職員への周知を図っている。利用者（家

族）に対しては、利用契約時の面談や事業計画書の配布と説明を行うことで周知を図っていることを聞き取りにより確認した。

Ⅰ－２－（１）法人で書式が統一された「中長期経営計画」は職員会議で協議の上策定されており、単年度の事業計画は「中長期経営計画」に基

づいて策定されている。月１回の業務会議で計画の実施状況の把握や評価を行い、年度末には次年度の計画策定のための総括会議が開催され

ている状況を聞き取りにより確認した。

Ⅰ－３－（１）管理者の責務は運営規程に記載され、組織表において明確にされている。遵守すべき法令等は「関係法令一覧」に集約されており、

法令遵守の観点での研修会への参加や職員、利用者、家族への周知を図っている事を聞き取りにより確認した。

Ⅰ－３－（２）管理者が意欲を持って福祉サービスの質の向上に取り組み、職員会議の場で定期的にケース検討及び分析を行っていることを聞き
取りにより確認した。定期的な財務状況の把握と改善に取り組み、また、職員の働きやすい環境整備のため、トイレにリフトを導入する具体的な取
り組みが行われていることを聞き取りにより確認した。



Ⅱ－２－（４）

実習生の受け入れが適切に行なわ
れている。

①
社会福祉に関する資格取得のための実習生の受け入れと育成に
ついて基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極的な取り組
みをしている。

A A

Ⅱ－３

個人情報の保護

Ⅱ－３－（１）

障害のある本人等の個人情報を「個
人情報保護法」に基づき適切に管理
している。

①
障害のある本人等の個人情報を「個人情報保護法」に基づき適切
に管理している。 A A

①
緊急時（事故、感染症の発生時など）における障害のある本人の安
全確保のための体制が整備されている。 A A

②
災害時に対する障害のある本人の安全確保のための取り組みを
行っている。 A A

③
障害のある本人の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行し
ている。 A A

① 障害のある本人と地域とのかかわりを大切にしている。 A A

②
地域の福祉ニーズを把握し、事業所が有する機能を地域に還元し
ている。 A A

③
ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立してい
る。 A A

①
障害のある本人を支援するため、必要な社会資源や関係機関を明
確にして連携している。 A A

② 家族との定期的な連携・交流の機会を確保している。 A A

Ⅱ－４

安全管理

Ⅱ－４－（１）
障害のある本人の安全を確保するた
めの取り組みが行なわれている。

Ⅱ－５－（１）
地域との関係が適切に確保されてい
る。

Ⅱ－５－（２）
関係機関との連携が確保されてい
る。

[自由記述欄]

Ⅱ－５

地域や家族との交
流と連携

Ⅱ－１－（１）「京都市身体障害者福祉施設長協議会」、「京都市東部障害者地域自立支援協議会」に施設長が参画し、社会福祉事業全体の動向

について最新の情報を得ている。また、利用率などを分析するために「通所者通所実態調査表」を作成し、定期的に職員に配布、職員会議の場で

検討がなされていることを聞き取りと書類により確認した。

Ⅱ－２（１－４）職員の確保や養成に対する基本姿勢などを明示した書類は「職務基準書」として現在作成途中である。年度ごとに職員階層別の

「職員研修計画」が作成され、また社会福祉士等の資格取得を推奨するために資格取得奨励金の支給を制度化されている。職員個別の能力向

上に関する希望は「自己申告書」の提出と上司との面談、及び「資格取得一覧表」により把握され、「研修受講復命書」の提出と会議の場での研修

報告により評価分析がなされていることを聞き取りと書類により確認した。職員の就業状況は「勤務状況報告書」「年次休暇簿」「超勤命令簿」等に

より毎月管理者が把握している。また、職員のメンタルヘルスの向上のため、法人独自のカウンセリング制度を導入している事を聞き取りにより確

認した。

次世代人材育成を意図して、実習生の受入れが積極的に行われている。実習生受け入れに関する基本姿勢は「相談援助実習生受け入れマニュ

アル」に実習生受け入れの意義として明文化されていることを書類により確認した。

Ⅱ－３－（１）「個人情報管理規程」が整備され、利用者に対しては利用契約時の重要事項の説明時、及び「施設サービス利用に係る情報提供同

意書」の取得時に説明し同意を得ている。職員に対しては利用者接し方マニュアルにおいて日常業務の中で守るべきルールを記載し、実習生や

ボランティアに対しては個人情報保護、守秘義務の遵守を文書で促し、誓約書への署名を実施していることを聞き取りと書類により確認した。

Ⅱ－４－（１）「感染症マニュアル」「非常災害時、緊急時対応マニュアル」「事故発生時対応マニュアル」等が整備され、利用者の安全確保のため

に連絡網の作成、利用者「フェイスシート」の作成、「事故／ヒヤリハット報告書」の作成が実施されていることを聞き取りと書類により確認した。

Ⅱ－５－（１）年間を通じてボランティアの募集と受け入れ、ワークショップの開催、会館前での製品販売などの取り組みを行っている。近隣の小学
校へ利用者自身が講師となって出向いたり、「次世代の担い手育成事業」や「チャレンジ就労体験事業」への協力をするなど、福祉ニーズの把握と
事業所の機能を地域に還元されている状況を聞き取りにより確認できた。ボランティアの受入れについては、「ボランティア受け入れマニュアル」の
中で基本姿勢を明文化するとともに、受け入れの手順やオリエンテーション資料が整備されていることを書類により確認した。

Ⅱ－５－（２）利用者の支援に必要な社会資源や関係機関、事業所等の情報は、個別支援計画や面談時に収集しており、「関係機関リスト」に集
約されている。家族との連携が必要な利用者は、連絡ノートや電話により情報共有がなされ、また、一人暮らしの利用者は、必要に応じて「サービ
ス実施記録表」により居宅介護事業者との間で連絡を取り合っていることを聞き取りにより確認した。



自己評価第三者評価

① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。 A A

②
サービスの提供を始めるにあたり障害のある本人等（家族・成年後
見人等を含む）に説明し同意を得ている。 A A

Ⅲ－１－（２）

サービスの継続性に配慮した対応が
行なわれている。

①
支援内容の変更や暮らしの場の変更にあたり生活の継続性に配
慮した対応を行っている。 A A

Ⅲ－２－（１）

障害のある本人のアセスメントが行
なわれている。

① アセスメントとニーズの把握を行っている。 A A

Ⅲ－２－（２）

障害のある本人に対する個別支援
計画の作成が行われている。

① 個別支援計画を適正に作成している。 A A

Ⅲ－２－（３）

個別支援計画のモニタリング（評価）
が適切に行われている。

①
定期的に個別支援計画のモニタリング（評価）を適切に行ってい
る。 A A

①
障害のある本人に関するサービス実施状況の記録が適切に行な
われている。 A A

② 障害のある本人に関する記録の管理体制が確立している。 A A

③
障害のある本人の状況等に関する情報を職員間で共有化してい
る。 A A

① 障害のある本人ニーズの把握を意図した仕組みを整備している。 A A

② 障害のある本人ニーズの充足に向けた取り組みを行なっている。 A A

①
障害のある本人（家族・成年後見人等含む）が相談や意見を述べ
やすい環境を整備している。 A A

② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 A A

③
障害のある本人（家族・成年後見人等含む）からの意見等に対して
迅速に対応している。 A A

①
提供するサービスについて一定の水準を確保する為の実施方法が
文書化されサービス提供されている。 A A

②
一定の水準を確保する為の実施方法について見直しをする仕組み
が確立している。 A A

① サービス内容について定期的に評価を行なう体制を整備している。 B A

②
評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、改善
策・改善実施計画を立て実施している。 C C

Ⅲ－１

サービス開始・継続

Ⅲ－１－（１）

サービス提供の開始が適切に行な
われている。

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

評価分類 評価項目

Ⅲ－３

障害のある本人本
位の福祉サービス

Ⅲ－３－（１）

障害のある本人ニーズの充足に努
めている。

Ⅲ－３－（２）

障害のある本人が意見等を述べや
すい体制が確保されている。

Ⅲ－２

個別支援計画の作
成とサービス提供
手順

Ⅲ－２－（４）
サービス実施の記録が適切に行な
われている。

Ⅲ－４

サービスの確保

Ⅲ－４－（１）
サービスの一定の水準を確保する為
の実施方法が確立されている。

Ⅲ－４－（２）
質の向上に向けた取り組みが組織
的に行なわれている。

評価結果
評 価 細 目



[自由記述欄]

Ⅲ－１－（１－２）事業所の情報は、写真を取り入れたパンフレットとホームページで発信され、会館の１階で誰でも入手することが出来る。サービ

ス利用開始時の説明は重要事項説明書、利用契約書で行い、口頭でかみ砕いて説明するなどの工夫がなされていることを聞き取りにより確認し

た。他の事業所の利用が望ましい場合や、利用者が退所する時などには、「利用者引き継ぎ票」により適切な情報提供と引き継ぎが行えるように

書類が整備されていることを確認した。

Ⅲ－２－（１－３）アセスメント、個別支援計画は、所定の様式に本人、家族のニーズと、複数の職員の意見を基に具体的に記されている。定期的

な見直し（モニタリング）の他、本人のニーズや状況に変化があった場合は適宜見直される仕組みになっており、その場合も複数の職員の意見が

反映されるように定められている。尚、これらの一連の手順は「個別支援マニュアル」に記載されている。

Ⅲ－２－（４）サービスの実施状況は、「ケース記録マニュアル」に基づいて統一した記述方法によってケース記録様式にパソコンで入力され、毎日

朝・夕に行われる「連絡会議」で利用者の状況等について職員間での共有を図っている。また、必要に応じて外部の関係機関を交えたサービス担

当者会議を実施し、情報提供を図っていることを聞き取りにより確認した。記録等の文書管理は、「個人情報管理規程」「記録の保管・廃棄に関す

る規程」に基いて適切に行われ、職員に対しては、規程集を配布するとともに、研修が行われていることを書類により確認した。

Ⅲ－３－（１－２）利用者ニーズの充足を目指す姿勢は、個別支援マニュアルに記載され、ニーズの把握は定期的な個別面談以外にも、必要に応

じて本人、家族からの意見聴取や面談を行っていることを聞き取りにより確認した。利用者からの苦情や要望の受付は、利用契約時の説明の他、

事業所内に「ご意見箱・ご意見カード」を設置し、苦情申出窓口の仕組みについての掲示を行うなど、適切に取り組まれている。苦情解決の手順は

「苦情対応マニュアル」に明示され、苦情受付・経過記録書が作成されていることを書類により確認した。

Ⅲ－４－（１－２）サービスの水準は、「個別支援マニュアル」により一定に保つ事が出来るように仕組みが作られている。利用者個別のサービス実

施についての必要性や、サービスの実施方法の見直しに関する時期やその方法についても同マニュアルに記載されていることを確認した。

通番47は、必要に応じて第三者の意見を聞くことが出来る組織体制を取られていることからA評価とし、通番48は、第三者評価の受診が初回のた

め、C評価とした。



Ⅳ 障害のある本人を尊重した日常生活支援

自己評価第三者評価

①
障害のある本人を尊重したサービス提供について共通の理解をも
つための取り組みを行っている。（プライバシーへの配慮） A A

②
コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなされてい
る。 A A

③ 障害のある本人の主体的な活動を尊重している。 A A

①
【入浴】入浴について障害のある本人（家族・後見人等含む）の希
望を尊重したサービスが提供されている。 A A

②
【衣服】衣服について障害のある本人（家族・後見人等含む）の希
望を尊重したサービスが提供されている。 A A

③
【理美容】理美容について障害のある本人（家族・後見人等含む）
の希望を尊重した選択を支援している。 A A

① 【睡眠】安眠できるように配慮している。 A A

② 【排泄】障害のある本人の状況に合わせた排泄環境を整えている。 A A

③ 【医療】障害のある本人の健康を維持する支援を行っている。 A A

Ⅳ－２－（３）
食事 ① 【食事】楽しい食事ができるような支援を行っている。 A A

Ⅳ－２－（４）
日中活動・はたらくことの支援 ①

障害のある本人の意思を尊重した日中の活動の取り組みを行って
いる。 A A

①
障害のある本人の意思を尊重した日中の活動の取り組みを行って
いる。 A A

②
事業所の外での活動や行動について障害のある本人の思いを尊
重した取り組みを行っている。 A A

Ⅳ－２－(６)
余暇・レクリエーション ①

障害のある本人の意思を尊重し、日常生活が楽しく快適になるよう
な余暇、レクリエーションの取り組みを行っている。 A A

Ⅳ－２－（２）
健康

Ⅳ－１－（１）本人尊重の姿勢、プライバシーへの配慮は「倫理規程」「接し方マニュアル」において明示され、職員へは職員研修の機会を設けられて
いる。意思伝達が困難な利用者に対しては、筆談、手話、写真などを用いた個別のコミュニケーション手段が確保され、聴覚言語センターや手話通
訳士等との連携体制があることを聞き取りにより確認した。自治会や家族会は組織されていないが、日頃の活動時や事業計画説明会等の際に意見
を聞き、協議する機会を確保している事を聞き取りにより確認した。

Ⅳ－２－（１）独自の入浴サービスは行っていないが、ニーズのある利用者には同会館内で実施されている有料の入浴事業を利用できるように便宜
を図っている。また、衣服について課題がある場合等は、家族との連携を取るようにされている。理美容のニーズがある利用者がおられ、３ヶ月に１
回、理髪師の出張によって事業所内で理容サービスを受けられるように個別の対応を行っていることを聞き取りにより確認した。

Ⅳ－２－（２）不眠傾向の利用者に対しては、状況によって短時間の仮眠時間を確保するなど個別の対応を行っている。排泄に関しては「排泄マニュ
アル」が整備され、医師や柔道整復師の指導を必要に応じて受けるとともに、「排泄記録表」に排泄状況を記録している。健康管理は、嘱託医の来所
による健康診断が毎月全員に実施され、年１回の歯科検診の他、看護師の職員を配置することにより日々の利用者の健康管理に努めておられるこ
とを聞き取った。

Ⅳ－２－（３）食事介助や特別食の提供を必要とされる利用者がおられ、「食事介助マニュアル」によって実施されている。定期的な嗜好調査の実施
と、２ヶ月に１回の食事担当者会議により、メニューの確認や見直しを行っていることを聞き取りと書類により確認した。

Ⅳ－２－（４－６）利用者本人の意思を尊重し、特性に合わせた活動プログラムを提供されている。就労支援事業では希望に応じた個別支援を実施し
ており、これまでにも一般就労の実績が複数件あることを聞き取りにより確認した。事業所外で活動される利用者には「緊急連絡先カード」を携帯して
頂くようにしていることを聞き取りと書類により確認した。
日常生活支援においては、金銭管理の支援が必要な利用者、家庭や休日の過ごし方に課題のある利用者等に対して個別の相談や他機関との連携
等を行っていることを聞き取りにより確認した。

[自由記述欄]

評価分類 評価項目 評 価 細 目

Ⅳ－１
障害のある本人を
尊重した日常生活
支援

Ⅳ－１－（１）
障害のある本人を尊重する取り組み
がなされている。

Ⅳ－２
日常生活支援

Ⅳ－２－（１）
清潔・みだしなみ

Ⅳ－２－（５）
日常生活への支援

評価結果


